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　を清掃すること。

１．その他施工及び汚損又は破損した器物の復旧に際しては、町の指示に従い、

　実施すること。

記

住 所

様

１．施工にあたっては、条例規則等の定めに従い、工事承認を受けた設計図面

　とおり施行すること。

（使用許可者）　　

工事請負人　　

　をかけたりしないこと。万一、公共及び私有の器物を汚損又は破損したとき

　は、直ちに町に届出ること。

１．工事終了後は、セメントなどの施工材料、ゴミ等を残さず持ち帰り、周辺

１．施工にあたっては、公共及び私有の器物を汚損又は破損したり、他に迷惑

　なお、この事項について違約したときは、工事を中止されても何等異議申し

立てをいたしません。この場合、太子町に対して損害を及ぼしたときは、その

名 前

墓 所 工 事 誓 約 書

 月
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損害を賠償いたします。

　私は、上記の使用許可者の墓所工事の請負人として、工事の施行に際し、次

の事項を遵守することを誓約いたします。

太子町長


